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概要	

•  道路や公共交通等の交通ｼｽﾃﾑが、日常生活
活動への参加を可能とする 

•  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法等の整備で、道路や公共交通、公
共施設や商業施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化は急速に進展 

•  ICT、AI等の新技術で、移動支援機器、自動
運転車など交通具も進化 

•  交通ﾙｰﾙ遵守、公共空間での思いやり等、心
のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰが不足 

•  移動代替活動の有効活用と、安全・安心して
移動を楽しめる環境整備が必要	 2 
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「交通」は「活動」の派生需要	

•  人は毎日どんな活動を行う必要があるか？	
–  必需活動：睡眠、食事、身の回りの用事、診察・療養など

（本人が行う必要あり）	

–  拘束活動：仕事、学業、家事、育児、食料品・日用品の買
物、銀行・郵便局へ行くなどの事務的用事など　　　　　（一
部はｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞが可能）	

•  加えてどんな活動をすると満足か？	
–  自由活動 ：趣味、娯楽、交際、休息、飲み会、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ、ｽ

ﾎﾟｰﾂ、ﾃﾚﾋﾞ、ﾊﾟﾁﾝｺ、ｺﾞﾙﾌ・・・など（本人が行う必要あり）	

•  交通ｼｽﾃﾑが本源的な需要である（外出）活動への
参加を可能とする	



ﾗｲﾌｻｲｸﾙｽﾃｰｼﾞと 
活動需要、能力の変化	
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A 子供なし若者世帯（35歳未満） 

B 就学前子どもあり世帯 

C 就学前＋小学生子どもあり世帯 

D 小学生子どもあり世帯 

E 中学生・高校生子どもあり世帯 

F 18歳以上子どもあり世帯 

G 子供なし世帯（35歳以上） 

H 退職後高齢者世帯 
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交通の発生	

•  目的地で活動を行う効用（＋）	

•  移動の負の効用（－）	
–  時間、費用、身体的負担、心理的負担・・・	

•  移動の正の効用（＋）	
–  気分転換、一人になれる、景色を眺める、運動、移動中の活動・・・	

•  （自宅を含めて）以上の合計が最も大きい目的地で活動を行
う（移動が発生する）	
–  ①徒歩で近所のｺﾝﾋﾞﾆに買物に行く 
–  ②自転車で少し離れたｽｰﾊﾟｰに買物に行く	

–  ③ﾊﾞｽや鉄道で都心の商業施設に買物に行く 
–  ④自動車で郊外大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰに買物に行く	

–  ⑤自宅でｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞをする 
–  ⑥家族に買い物を頼む	

※効用：経済学の用語、
望ましさを表す	

–  ①徒歩で近所の居酒屋に飲みに行く 
–  ②自転車で少し離れた居酒屋に飲みに行く（帰りは押しﾁｬﾘ）	

–  ③ﾊﾞｽや鉄道で都心の居酒屋に飲みに行く 
–  ④自動車で郊外の居酒屋に飲みに行く（帰りは代行）	

–  ⑤自宅でｵﾝﾗｲﾝ飲み会をする 
–  ⑥自宅に友人を呼んで飲む	



交通ﾙｰﾙ遵守・ﾏﾅｰ向上、�
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに対する理解（⼼のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ）�
・歩道上の駐輪、看板・商品はみ出し�
・⾃転⾞の歩道通⾏�
・点字ﾌﾞﾛｯｸ上の駐輪、多機能ﾄｲﾚやｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰの優先順位�

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの歩道・通路�
・幅員、勾配、凹凸、
段差、排⽔�
・点字ﾌﾞﾛｯｸ�
・休憩施設�
・路上障害物�
・⽴体横断施設�
・夜間照明�

移動⽀援機器�
・⾞いす�
・ｾﾆｱｶｰ（ﾊﾝﾄﾞﾙ型
電動⾞いす）�
・杖�
・歩⾏器・歩⾏⾞�
・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ�
・ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ�
・ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ�
・etc.�

交通
具�

交通
路�

⼈�
情報�

地形�

法・
制度�

歩⾏環境�
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歩行環境に影響を与える要因	

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ経路�
・混雑状況�
・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、多
機能ﾄｲﾚ、案内
地図等�

気象�
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我が国のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ関連法制度	
•  建設省の段差切り下げ等の通達（1973年）	

•  町田市福祉環境整備要綱（1974年） 
•  自治体の福祉のまちづくり整備条例等（1977年、神戸）	

•  公共交通ﾀｰﾐﾅﾙにおける身体障害者用施設整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（1983年）	

•  公共交通ﾀｰﾐﾅﾙにおける高齢者・障害者等のための施設整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（1994年）	

•  ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法（1994年）	

•  交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法（2000年）	

•  公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2001年）	

•  道路の移動円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2003年）	

•  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ政策大綱（2005年）	

•  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ（新）法（2006年） 
•  公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2007年）	

•  改訂版道路の移動等円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2003年）	

•  公共交通機関の移動等円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2013年） 
•  増補改訂版道路の移動等円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2015年）	

•  障害者差別解消法（2016年） 
•  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法改正（2018年）	



9 旅客施設におけるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推移（出典：国交省資料）	
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ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ（新）法における重点整備地区	



11 文京区ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想の重点整備地区図	
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道路構造	

•  「重点整備地区における移動円滑化のために必
要な道路の構造に関する基準」および「道路の
移動等円滑化整備ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」	

•  歩道	

–  幅員：有効幅員2m以上	

–  舗装：雨水を地下に浸透させる構造 
–  勾配：縦断勾配5%以下、横断勾配1%以下 
–  車道との分離：縁石の車道に対する高さ15cm以上	

–  高さ：車道に対する高さ5cmを標準 
–  横断歩道との接続：歩道と車道の境界部2cmを標準	
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視覚障害者誘導
ﾌﾞﾛｯｸ上の駐輪	

幅員が狭く、横断
勾配の急な歩道	
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樹木の根の成長によ
り凹凸のできた歩道	

歩道橋により有効幅員
が狭くなっている歩道	
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電動車椅子と雨具	

歩道と車道の境
界部分の水溜り	
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18 Karlstad, Sweden	



19 足立区 鹿児島 

San Diego 荒川区 



20 Dublin, Ireland	
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Gavle, Sweden	
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Stockholm, Sweden	

Kaarstadt, Sweden	Uppsala, Sweden	

Gavle, Sweden	
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Danang, Vietnam	

Danang, Vietnam	

Lisbon, Portugal	
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San Diego, U.S.	 Santa Monica, 
U.S.	

San Diego, U.S.	 Los Angels, U.S.	
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http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry310/	

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1510/29/news119.html	

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/
1511/13/news035.html	

http://easymile.com/	
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心のﾊﾞﾘｱﾌﾘ  ー
～人々のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに対する理解～	

•  歩道上や点字ﾌﾞﾛｯｸ上の駐輪、多機能ﾄｲﾚやｴ
ﾚﾍﾞｰﾀｰの優先順位、車いすで利用できない飲
食店、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰでの公共交通利用・・・	

•  多種多様なﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾃﾞｻﾞｲﾝの意味を、移動制
約者を含めて全ての人々が理解することが重要
　→　情報提供、教育、啓発	

•  移動制約者が普通に街の中にたくさんいるよ
うな状況を体験することが重要　→　移動制約
者が積極的に街に出る　→　（我が国では）ま
ずはﾊｰﾄﾞの整備により物理的に外出しやすい
環境が必要？？	



まとめ	

•  道路や公共交通等の交通ｼｽﾃﾑが、日常生活
活動への参加を可能とする 

•  ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法等の整備で、道路や公共交通、公
共施設や商業施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化は急速に進展 

•  ICT、AI等の新技術で、移動支援機器、自動
運転車など交通具も進化 

•  交通ﾙｰﾙ遵守、公共空間での思いやり等、心
のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰが不足ぎみ 

•  移動代替活動の有効活用と、安全・安心して
移動を楽しめる環境整備が必要	 29 


